
彩文あり：薄い黄色メキシコ協定原産地証明書の記入要領 

Certification No. 1.Exporter’s Name and Address: 

輸出者（メキシコに所在し、メキシコから産品を輸出する者）の名称・住

所  

  

3.Importer’s Name and Address: 

輸入者（日本に所在する、日本に産品を輸入する者）の名称・住所  

2.Producer’s Name and Address: 

生産者の名称・住所  秘密にしておきたい場合には、Available to 

Customs upon requestと記載してもよい。生産者と輸出者とが同一であ

る場合には、ＳＡＭＥと記載。 

4.Transport details (optional) 

仕出港、積替港、荷卸港及び船名又は便名 

（記入は任意） 

5. HS Tariff 

Classification 

Number 

個々の産品

ごとに、ＨＳ

番号６桁 

 

 

 

6. Description of goods 

個々の産品の品名 

(インボイス上の品名の記述及びＨＳ上の品名と関連

付けるのに十分なものであること) 

 

統一規則附属書２－Ｂに規定する産品の品名について

は、附属書２－Ｂに掲げる品名を記載。   

 

7. Quantity 

インボイス

に記載され

た単位に従

った数量 

 

 

8.Preference 

Criterion 

特恵基準 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

ＴＰＬのいず

れかを必ず記

載 

Ａ：完全生産品 

Ｂ：原産材料か

ら生産される

産品 

Ｃ：品目別規則

を満たす産品

Ｄ：協定第 22 条

(d)を満たす産

品 

ＴＰＬ：繊維製品

にかかる「適正

証明書」が提出

される産品 

9.Other 

instances 

ＤＭＩ、Ｉ

Ｍ、ＦＧＭ、

ＡＣＵ、Ｎ／

Ａのいずれ

かを必ず記

載 

ＤＭＩ：僅少の

非原産材料、

ＩＭ：中間材

料、ＦＧＭ：代

替性のある

産品又は材

料、ＡＣＵ：累

積の規定を

適用する場

合 

Ｎ/Ａ：考慮さ

れる要件が

ない場合 

 

10. Invoice 

インボイスの番号 

 

原則として、輸入申告

に使用されるインボイ

ス番号を記入。 

インボイスが第三国

で発行される場合、

第11欄に、インボイ

スが第三国において

発行される旨及び当

該インボイスを発行

する者の名称及び住

所を記入。 

原産地証明書発給時

に第三国発行インボ

イスの番号が不明の

場合、本欄は空欄と

し、輸入者は税関に

対し、当該事実を証

明する誓約書を提

出。 

11. Remarks: 

原産地証明書が遡及発給された場合には、“ISSUED RETROSPECTIVELY”、紛失等の理由により再発給された場合には“DUPLICATE”と発給当局が記載。

第 10 欄に第三国発行インボイス番号が記入される場合には、インボイスは第三国において発行される旨、及び、当該インボイスを発行する者の名称

及び住所を記入 。 

第８欄に「ＴＰＬ」が記載されている場合、“CERTIFICATE OF ELIGIBILITY ATTACHED”と記載。 

12. Declaration by the Exporter: 

I, the undersigned, declare that: 
-the good(s) described above meet the condition(s) required for the issue of this 
certificate; 

-the information that supports this Certificate is true and accurate, and I assume the 
responsibility for proving such representations in accordance with the Agreement.  

Place and Date: 証明書申請の場所と日付 

 
 

Signature: 輸出者又は代理人の署名（自署又は署名の形状の印字） 

 

 

Name:   氏 名 

Company:  輸出者又は代理人の会社名 

Title: 

Telephone / Fax: 

E-mail 

13. Certification: 

The undersigned, hereby certifies, on the basis of the documentation 
necessary to support this Certificate, that the above-mentioned good(s) 
are considered as originating. 
 
This Certificate consists of ____ pages, including all attachments. 
 
Competent governmental authority or Designee office: 
       
Stamp        
  
 
 
         
 
Issuing Country: 
 

Place and Date: 証明事務所の場所、証明の日付 

 

 

Signature: 権限を有するものの署名   

 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND JAPAN FOR THE STRENGTHENING 
OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP 

Annex 2 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

紛失等の理由により再発給された原産地証

明書の有効期間は、当初の原産地証明書の

メキシコの発給機関 

－メキシコ経済省 

 


